
  

  

   

自転車を安全に利用しましょう 

①  運転中のながらスマホ 
〇 違反者は６ヵ月以下の懲役又は１０万円以下の罰金 

〇 交通の危険を生じさせた場合、１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金 

 

②   酒気帯び運転及び幇助 
〇 違反者は３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

〇 自転車の提供者は３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金 

〇 酒類の提供者・同乗者は２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金        

③    ヘルメットの着用と保険に加入 

〇 自転車による重大な事故は頭部への損傷が原因となることが多いことか   

らヘルメットを着用させるようにしましょう。 

         〇 相手に対してけがを負わせた場合など、多額の賠償事例もあることから 

万が一に備え自転車損害賠償保険に加入しましょう。 

                                                                                                            

 

今からできる災害対策 
    

  皆さんが住むここ日本は、地震、津波、大雨、土砂崩れなど、         

様々な自然災害が、いつ、どこで発生するかわかりません。 

 

  そのため日頃から防災意識をもつ必要があります！           

  

    今からできる災害対策を 2つ紹介します！  

                                                   【4月中の事件・事故発生状況】 

① 避難に備えた準備                               〇 事件 

災害時は、電気やガス、水道等が停止する可能性があります。         窃盗（万引き）・・・３件 

     災害用リュックを作り、非常食、水などを準備しましょう。            窃盗（自転車盗）・・・１件 

                                                     窃盗（置引き）・・・１件 

② 家族で避難先の場所を確認                               器物損壊・・・２件 

柳川市、みやま市は                               

第一次避難場所として、公民館やコミュニティセンター        〇 事故 

第二次避難場所として、小中学校など                         人身事故・・・１５件 

     福祉避難所も設けられているので確認しておきましょう！            物件事故・・・９３件 
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自転車を運転しながら携帯電話を使用すると 

■  違反者は６か月以下の懲役又は１０万

円以下の罰金 

■  交通の危険を生じさせた場合、１年以

下の懲役又は３０万円以下の罰金 

となっている。 

  

↑ 

柳川署 

ホームページ 

７４－０１１０ 

 

 

自転車は車両です。
自転車安全利用五則等の交通ルールを守りましょう！

①車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と
一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯 ④ 飲酒運転は禁止 ⑤ ヘルメットを着用

 

   

   

～自転車を安全に利用しよう～ 
自転車安全利用五則等の交通ルールを守りましょう！！ 

 

巡回連絡のお願い 

制服の警察官が自然災害や交通事故に遭っ

た場合などに、安否確認や緊急の連絡を行う

ため、ご家族の名前や緊急連絡先をお聞きし

ます。 

警察活動へのご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

４．５月の重点地区 

 下百町、今古賀、中山、吉開、高畑 

（その他の地区も周ります。） 

 

 


